
 
 

 

 

 

伊奈町 

地域クラブ活動 

基本方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

伊奈町教育委員会 

 



1 

伊奈町地域クラブ活動基本方針 

 

 

 地域クラブ活動は、生徒が生涯にわたってスポーツや文化芸術に親しむ機会

を確保し、心身の健全な成長を促すだけでなく、地域全体のスポーツ・文化芸術

環境の充実を図ることを目的として進められるべきである。 

 従来の学校主体の部活動は教育課程外の活動である一方、地域クラブ活動は

スポーツ基本法や文化芸術基本法の観点からも重要視される。 

 したがって、地域展開に際しては、部活動が持つ教育的意義を継承・発展させ

ることを前提に、地域のスポーツ・文化芸術団体や自治体、学校などの関係機関

と連携し、持続可能な運営体制を構築することが求められる。その際、地域の実

情に応じた柔軟な運営が不可欠であり、指導者の確保や活動場所の確保、経済的

負担の分散など、具体的な課題に対応しながら進める必要がある。 

 また、生徒が主体的に活動に参加できるよう、学校との連携を保ちつつ、地域

の多様な人材を活用し、多様なプログラム（種目）を用意することも重要である。  

 さらに、地域住民の理解と協力を得るために、地域クラブ活動の意義やメリッ

トを広く周知し、地域スポーツ・文化芸術活動の活性化を図ることが求められ

る。これらのことから、学校と地域が協働しながら、持続可能で発展的な地域ク

ラブ活動を推進することで、生徒のみならず地域住民にとっても豊かなスポー

ツ・文化芸術環境を実現することが望ましい。 

 

 

１ 適切な運営や効率的・効果的な活動の推進 

（１） 地域クラブ活動への参加者については、希望する全ての生徒を対象とす 

   る。 

（２） 地域スポーツクラブ活動や地域文化芸術活動等については、関係者の協 

   力を得て、地域クラブ活動の運営団体・実施主体団体（以下「運営団体等」 

   という。）が自立して行えるよう整備充実を図る。  

    その際、運営団体等は、スポーツ協会、競技団体、スポーツ少年団、ク 
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   ラブチーム、プロスポーツチーム、民間事業者、大学、文化芸術団体等に 

   加え、多様なものを想定する。 

（３） 伊奈町地域クラブ活動推進協議会（以下「町協議会」という。）などに 

おいて、定期的な情報共有・連絡調整を行い、関係機関が緊密に連携する 

体制の整備に努める必要がある。 

 

２ 指導者の確保 

（１） 指導者の確保について、生徒にとってふさわしい地域スポーツ・文化芸 

   術を親しむ環境を整備するため、地域において、専門的な技術、知識、資 

   質及び能力を有する指導者の確保の一環として、伊奈町地域クラブ活動

指導者・支援者人材バンクを整備し、円滑な活用を図る。 

（２） 伊奈町教育委員会（以下「町教委」という。）は、地域クラブ活動での 

   指導を希望する教職員等から兼職兼業の求めがあった場合、適切に審査 

   し、その手続きを行うものとする。 

 

３ 活動について 

（１） 地域クラブ活動の運営団体等は、参加者の健康面への配慮、事故防止お 

   よび体罰・ハラスメントの根絶に向けた取組を徹底することとし、町教委 

   は、適宜、指導助言を行う。 

（２） 地域クラブ活動の運営団体等は、指導者や参加する生徒等に対して、自 

   身の怪我等を補償する保険等に加入する。 

（３） 地域クラブ活動は、運営団体等の管理下において行われる活動であり、 

   生徒の安全な活動が大前提となる。日ごろから、生徒と指導者が事故防止 

   に対する意識を高めるとともに、事故を未然に防ぐための行動がとれる 

   ようにする。万が一の状況が発生した場合には、当該運営団体が主体とな 

って適切かつ迅速に対応する。 

 

４ 学校との連携 

（１） 地域クラブ活動と学校部活動において、指導者やその他関係者が異なる 
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   ため、学校長、部活顧問、運営団体等の指導者及びコーディネーターが連 

   携・調整し、活動方針や活動状況、スケジュール等の共通理解を図る。 

（２） 町教委および校長は、地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の 

   内容等も生徒や保護者に周知するなど、生徒が興味関心に応じて自分に 

   ふさわしい活動を選べるように留意する。 

 

５ 今後の地域展開の推進について 

（１） 国は、令和８年度から令和１３年度までを改革実行期間と位置付け、「部 

 活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」 

を策定しました。本ガイドラインでは、生徒の活動機会の確保・充実を図

るため、地域の実情を踏まえながら段階的に改革を進めることが示されて

います。 

（２） 町協議会において、今後の部活動の在り方や適正な運営の推進に関する 

事項について協議を重ね、国の方針を踏まえながら、生徒にとって望ま 

しい活動環境の確保と持続可能な体制づくりを図りつつ、学校や地域の 

実態に応じた部活動の段階的な地域展開を進める。 

（３） 当該方針については、国及び県の動向を踏まえ、町における地域クラブ 

活動の本格稼働等の実施状況を考慮しながら、適宜見直すものとする。 


